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教 育 委 員 会 会 議 提 出 議 案 

 

 

 

                                   第２２号 

 

 

 

法制審議会規則及び福岡県立学校授業料等減免規則の一部を 

改正する規則の制定について 

 

 

 このことを、別案のとおり提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年４月１１日  

                         教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

改元に伴い、規則の様式中の「昭和」及び「平成」の文言を削除するもの。 
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（教育庁総務企画課） 

 

 

法制審議会規則及び福岡県立学校授業料等減免規則の一部を 

改正する規則の制定について 
 

 

 

１ 改正する規則 

（１）法制審議会規則（昭和２５年福岡県教育委員会規則第４号） 

（２）福岡県立学校授業料等減免規則（昭和２７年福岡県教育委員会規則第１１号） 

 

 

２ 改正内容 

改元に伴い、規則の様式中の「昭和」及び「平成」の文言を削除するもの。 

 
   

３ 施行年月日 

  平成３１年５月１日 

   

 

資料 
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法
制
審
議
会
規
則
及
び
福
岡
県
立
学
校
授
業
料
等
減
免
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
四
月 

 
 

日 

福
岡
県
教
育
委
員
会 

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第 

号 

 
 

 

法
制
審
議
会
規
則
及
び
福
岡
県
立
学
校
授
業
料
等
減
免
規
則
の
一 

部
を
改
正
す
る
規
則 

（
法
制
審
議
会
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

法
制
審
議
会
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号 

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
号
様
式
中
「
昭
和
」
を
削
る
。 

（
福
岡
県
立
学
校
授
業
料
等
減
免
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
岡
県
立
学
校
授
業
料
等
減
免
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
福
岡
県
教
育
委

員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

様
式
第
一
号
及
び
第
四
号
中
「 

 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

平
成
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○ 

法
制
審
議
会
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
新
旧
対
照
表 

 

 

改 
 

正 
 

案 

 

現 
 
 

 

行 
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○ 

福
岡
県
立
学
校
授
業
料
等
減
免
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
新
旧
対
照
表 

 

 

改 
 

正 
 

案 

 

現 
 
 

 

行 
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改 
 

正 
 

案 

 

現 
 
 

 

行 


